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は暮らしを支える
大切な財源です
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　市民の皆さんが納している市民税やݻ定࢈ࢿ税などの市税は、
市の歳入で࠷も大きなபとなるݯࡒです。令和7年度༧ࢉҊでは、市
のҰൠ会ܭ歳入の41�9ᶮをめています。
　納された市税は、福祉や教ҭ、健康づくり、子ҭて、環境、
ຊのඋなどに使われ、皆ࢿや公Ԃ・道࿏などのࣾ会ۀࣄなどのࡂ
さんの日ʑのੜ活を支͑ています。
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市税の納付 Q＆ A
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　失職や病気などの事情により期限内納付がࠔ難な場合は、お早めにご
相談ください。土・日曜日も相談できます。
受付࣌間▶月～土曜日：ޕ前8時30分～ޕ後5時、日曜日：ޕ前8時30分
日をٳ後0時30分（12月29日～1月3日と月～金曜日の祝日・振替ޕ～
除く。平日間に電話相談を受け付ける場合もあります）

ところ▶市役所収納課（電話相談も可）。

　同センター☎（260）5160
では、納期限を過ぎても市税
の納付確認ができないかたを
対象に、納めれの税目・期
別・税額などをおえし、自
ओ納付のݺびかけや口座振替
のҊ内などをしています。

　同センターでは、以下のようなお願いは一切しません。不審な電話があっ
た場合は、電話を切り、収納課にご連絡ください。
ۚ༥ػ関の࠲ޱ൪߸をࢦ定して、ۚݱৼり込みでの納税をґ頼すること
納税のために、コンビχやۚ༥ػ関等のATM（ۚݱ自動༬ػ）のૢ作

をଅすこと
ۚ༥ػ関名や࠲ޱ൪߸をฉきऔること
自を๚問して、納税のためにۚݱをお༬かりすること

※介護保険料は介護保険課、後期高齢者医療保険料は保険年金課
で受け付け。

固定資産税（償٫資産分をؚむ）・都市
計画税、軽自動車税（種別割・全期） 3月10日（月）

市・県民税（特別収分・法人市民税を
除く）、国民健康保険税、介護保険料※ 4月10日（木）

下水道事業受ӹ者ෛ୲金、
後期高齢者医療保険料※ 5月10日（）
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A 発行しますので、市のホームペー࠶
ジから電子申請または収納課へお問
い合わせください。
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A 市・県民税は各年1月1日現在
の住所地（生活の本ڌ地）で課
税されます。固定資産税は各
年1月1日現在の所有者に課税
されます。そのため、今年1
月2日以降に引っ越したり、
自宅をച٫した場合でも、令
和7年度分の市・県民税や固
定資産税は大和市に納付する
必要があります。
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A 金༥機関やコンビニエンスストアなどでの納付
確認に日数がかかるため、納付後に督ଅ状が届
く場合があります。督ଅ状の内༰がྖ収書と同
じ場合は行きҧいですので、ご༰ࣻください。

ʢ͍ͣΕඞணʣݶظࠐৼସͷਃ࠲ޱ
ྩ和7年度ୈ1期からઃ定する場߹
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市税

問 市所収納課収納6843（263） 3〜5241（260）☎
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